別表第1(第17条関係)
該当基準
加入金
引込工事費
基本利用料

生活保護世帯
免除
免除
免除

障害者世帯かつ世帯員全員が町民税非課税
免除
免除
免除

高齢者世帯かつ世帯員全員が町民税非課税
免除
免除
免除

視覚聴覚障害者本人が世帯主かつ加入者等
免除
免除
減額

重度障害者本人が世帯主かつ加入者等
免除
免除
減額

ひとり暮らしの高齢者世帯かつ町民税非課税
免除
免除
減額

公共施設等
免除
免除
免除

災害等やむを得ない事情により町長が認める者
免除
免除
免除

備考
(1)　加入金の免除とは、第13条第2項に定める加入金を全額免除することをいう。
(2)　引込工事費の免除とは、第15条第2号に定める引込工事費を全額免除することをいう。
(3)　基本利用料の免除とは、第16条第2項に定める基本利用料を全額免除することをいう。基本利用料の減額とは、同条同項に定める基本利用料を半額にすることをいう。
(4)　世帯主、世帯員及び加入者等は、那珂川町に住所を有する者をいう。
(5)　町民税非課税とは、原則として当該年度の町民税が非課税である場合をいう。
(6)　生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯をいう。
(7)　障害者世帯とは、次に定める世帯をいう。
ア　身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者を有する世帯をいう。
イ　児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター及び精神保健指定医により知的障害者と判定された者を有する世帯をいう。
ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯をいう。
(8)　高齢者世帯とは、世帯主が満70歳以上であり、配偶者又は同居者がある場合は、配偶者又は同居者が満65歳以上である世帯をいう。
(9)　視覚聴覚障害者とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、視覚又は聴覚障害者である者をいう。
(10)　重度障害者とは、次に定めるものをいう。
ア　身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表1級又は2級に該当する者をいう。
イ　児童福祉法に規定する児童相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度知的障害者と判定された者をいう。
ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級に該当する者をいう。
(11)　ひとり暮らしの高齢者世帯とは、満65歳以上の独居の高齢者世帯をいう。
(12)　公共施設等とは、居住を目的とした建物を除く町立施設などをいう。
